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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ上にグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供する方法を実行す
べくプロセッサを設定する命令を含むコンピュータ可読媒体であって、前記方法が、
　複数のリンクを含むメニューであって、前記リンクがサブメニューに対応する複数のリ
ンクを含んでいて、前記サブメニューがそれぞれ更に複数のリンクを含んでいるメニュー
を提供するステップと、
　複数のユーザー入力を監視するステップと、
　前記ディスプレイ内におけるカーソルの位置を監視するステップと、
　第１のユーザー入力が行なわれた時点で前記メニューを表示するステップと、
　前記メニュー内の対応するサブメニュー・リンクが選択された時点で前記サブメニュー
を表示するステップと、
　前記ディスプレイのコンテンツ部内のコンテンツを監視するステップと、
　前記カーソルが前記ディスプレイの前記コンテンツ部内にあって前記メニューが表示さ
れていない場合、第２のユーザー入力が行なわれた時点で、前記コンテンツ部のコンテン
ツに基づきどのサブメニューを表示すべきかを決定し、決定したサブメニューを最初に前
記メニューを表示することなく表示するステップとを含む媒体。
【請求項２】
　複数のユーザー入力を監視するステップが、前記カーソルの移動を制御するユーザーに
よる方向入力を監視するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ可読媒体。
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【請求項３】
　前記メニューの複数のリンクが、一方向に向けられた方向入力を用いて繰り返しナビゲ
ート可能である、請求項２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項４】
　前記コンテンツ部が境界を有し、
　前記カーソルが、前記コンテンツ部の境界内の少なくとも２個の位置間を移動可能であ
り、
　前記第１のユーザー入力が、前記コンテンツ部の境界を越えて前記カーソルを移動させ
る方向への方向入力からなる、請求項２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項５】
　前記ディスプレイのコンテンツ部がコンテンツページを表示し、前記メニューおよび前
記サブメニューの少なくとも１個が前記コンテンツページへのリンクを含む、請求項１に
記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項６】
　前記第２のユーザー入力が単一キーストロークからなる、請求項１に記載のコンピュー
タ可読媒体。
【請求項７】
　グラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供するシステムであって、
　プロセッサと、
　　複数のリンクを含むメニューであって、前記リンクがサブメニューに対応する複数の
リンクを含んでいて、前記サブメニューがそれぞれ更に複数のリンクを含んでいるメニュ
ーを提供すべく、
　　複数のユーザー入力を監視すべく、
　　ディスプレイ内におけるカーソルの位置を監視すべく、
　　第１のユーザー入力が行なわれた時点で前記メニューを表示すべく、
　　前記メニュー内で対応するサブメニュー・リンクが選択された時点で、前記サブメニ
ューを表示すべく、
　　前記ディスプレイのコンテンツ部内のコンテンツを監視すべく、かつ
　　前記カーソルが前記ディスプレイの前記コンテンツ部内にあって前記メニューが表示
されていない場合、第２のユーザー入力が行なわれた時点で、前記コンテンツ部のコンテ
ンツに基づきどのサブメニューを表示すべきかを決定し、決定したサブメニューを最初に
前記メニューを表示することなく表示すべく前記プロセッサを設定する命令を含んでいる
コンピュータ可読媒体とを含むシステム。
【請求項８】
　複数のユーザー入力を監視するステップが、前記カーソルの移動を制御するユーザーに
よる方向入力を監視するステップを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記メニュー内の複数のリンクが、一方向に向けられた方向入力を用いて繰り返しナビ
ゲート可能である、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記コンテンツ部が境界を有し、
　前記カーソルが前記コンテンツ部の境界内で少なくとも２個の位置の間を移動可能であ
り、
　前記第１のユーザー入力が、前記コンテンツ部の境界を越えて前記カーソルを移動させ
る方向への方向入力からなる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ディスプレイのコンテンツ部がコンテンツページを表示し、前記メニューおよび前
記サブメニューの少なくとも１個が前記コンテンツページへのリンクを含む、請求項７に
記載のシステム。
【請求項１２】
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　前記第２のユーザー入力が単一のキーストロークからなる、請求項７に記載のシステム
。
【請求項１３】
　電子機器であって、
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイ上へのグラフィカル・ユーザー・インターフェースの表示を制御すべ
く設定されたプロセッサと、
　　複数のリンクを含むメニューであって、前記リンクがサブメニューに対応する複数の
リンクを含んでいて、前記サブメニューがそれぞれ更に複数のリンクを含んでいるメニュ
ーを提供すべく、
　　複数のユーザー入力を監視すべく、
　　ディスプレイ内におけるカーソルの位置を監視すべく、
　　第１のユーザー入力が行なわれた時点で前記メニューを表示すべく、
　　前記メニュー内で対応するサブメニュー・リンクが選択された時点で、前記サブメニ
ューを表示すべく、
　　前記ディスプレイのコンテンツ部内のコンテンツを監視すべく、かつ
　　前記カーソルが前記ディスプレイの前記コンテンツ部内にあって前記メニューが表示
されていない場合、第２のユーザー入力が行なわれた時点で、前記コンテンツ部のコンテ
ンツに基づきどのサブメニューを表示すべきかを決定し、決定したサブメニューを最初に
前記メニューを表示することなく表示すべく前記プロセッサを設定する命令を含んでいる
コンピュータ可読媒体とを含む電子機器。
【請求項１４】
　複数のユーザー入力を監視するステップが、前記カーソルの移動を制御するユーザーに
よる方向入力を監視するステップを含む、請求項１３に記載の機器。
【請求項１５】
　前記メニューの複数のリンクが、一方向に向けられた方向入力を用いて繰り返しナビゲ
ート可能である、請求項１４に記載の機器。
【請求項１６】
　前記コンテンツ部が境界を有し、
　前記カーソルが、前記コンテンツ部の境界内の少なくとも２個の位置間を移動可能であ
り、
　前記第１のユーザー入力が、前記コンテンツ部の境界を越えて前記カーソルを移動させ
る方向への方向入力からなる、請求項１４に記載の機器。
【請求項１７】
　前記ディスプレイのコンテンツ部がコンテンツページを表示し、前記メニューおよび前
記サブメニューの少なくとも１個が前記コンテンツページへのリンクを含む、請求項１３
に記載の機器。
【請求項１８】
　前記第２のユーザー入力が単一のキーストロークからなる、請求項１３に記載の機器。
【請求項１９】
　電子ディスプレイ上にグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供する方法であ
って、
　複数のリンクを含むメニューであって、前記リンクがサブメニューに対応する複数のリ
ンクを含んでいて、前記サブメニューがそれぞれ更に複数のリンクを含んでいるメニュー
を提供するステップと、
　複数のユーザー入力を監視するステップと、
　前記ディスプレイ内におけるカーソルの位置を監視するステップと、
　第１のユーザー入力が行なわれた時点で前記メニューを表示するステップと、
　前記メニュー内の対応するサブメニュー・リンクが選択された時点で前記サブメニュー
を表示するステップと、
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　前記ディスプレイのコンテンツ部内のコンテンツを監視するステップと、
　前記カーソルが前記ディスプレイの前記コンテンツ部内にあって前記メニューが表示さ
れていない場合、第２のユーザー入力が行なわれた時点で、前記コンテンツ部のコンテン
ツに基づきどのサブメニューを表示すべきかを決定し、決定したサブメニューを最初に前
記メニューを表示することなく表示するステップとを含む方法。
【請求項２０】
　複数のユーザー入力を監視するステップが、前記カーソルの移動を制御するユーザーに
よる方向入力を監視するステップを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記コンテンツ部が境界を有し、
　前記カーソルが、前記コンテンツ部の境界内の少なくとも２個の位置間を移動可能であ
り、
　前記第１のユーザー入力が、前記コンテンツ部の境界を越えて前記カーソルを移動させ
る方向への方向入力からなる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ディスプレイのコンテンツ部がコンテンツページを表示し、前記メニューおよび前
記サブメニューの少なくとも１個が前記コンテンツページへのリンクを含む、請求項１９
に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２のユーザー入力が単一のキーストロークからなる、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
著作権に関する注記
　本特許文献の開示の一部は、著作権が主張されているコンテンツを含んでいる。本著作
権保有者は、特許・商標庁の特許ファイルまたは特許記録に登録されている特許文献また
は特許開示の複製物を他者が作成することに異存は無いものの、他のあらゆる著作権を留
保するものである。
【０００２】
技術分野
　本明細書の開示は、電子機器用のグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供す
るシステムおよび方法に関し、特に、画面が小さい電子ディスプレイへのグラフィカル・
ユーザー・インターフェースの提供に関する。
【背景技術】
【０００３】
背景
　携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）およびポケットベル等の移動電子機器がより高度に
なるにつれて、これらが提供するアプリケーションの範囲が益々広がっている。このよう
な装置は現在往々にして、ユーザーが微細なグラフィックス、画像およびビデオコンテン
ツを見ることができるようにするフルカラー、高解像度の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を
備えている。更に、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶＤＯ）、
無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）およびｉモードプロトコル等の新たなネット
ワーク・アクセス・プロトコルにより、ユーザーはデジタル携帯電話回線を介してインタ
ーネット・コンテンツにアクセスすることができる。このような進歩により、モバイル機
器のユーザーが利用できるコンテンツの量および種類が大幅に増えた。今日、このような
装置は、従来は地上線を介してインターネットに接続されたパソコンを利用することでの
み利用可能であったものと同じコンテンツの多くにアクセスすることができる。モバイル
機器は容易に移動可能であり、従ってあらゆる状況でユーザーからアクセス可能であるた
め、ユーザーは自分のモバイル機器上でこのように豊富なコンテンツにアクセスする利点
が得られる。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、今や消費者は自分のモバイル機器で自分のパソコンで見るのと同じ種類のコン
テンツにアクセスすることが技術的には可能だが、そのようなモバイル・アプリケーショ
ンを依然として享受できていない。今日モバイル・アプリケーションの大規模な採用を阻
害している主な問題の一つは、利用可能になったコンテンツの隅々までユーザーが容易且
つ直観的にナビゲーション可能にするユーザー・インターフェースが不足している点であ
る。
【０００５】
　複雑なアプリケーションのナビゲーションに対する従来の解決策は、ユーザーに提示す
る階層メニュー構造を生成するものである。ユーザーは次いで、自分が探しているコンテ
ンツを見つけるべく階層構造の複数の層を直線的に下がることを求められ、コンテンツが
見つかった時点で、ユーザーはメニューから出てコンテンツへ案内される。アプリケーシ
ョン内の他の場所をナビゲートするには、ユーザーはメニュー階層から出て再び階層の最
上位に入り、次いで正しいコンテンツまで下がることが求められる。このような方式では
、コンテンツは関連性に基づいて編成されておらず、ユーザーが選択されたコンテンツを
閲覧するためにメニュー構造の外へ出た際に、ユーザーは参照の関係性を見失う。
【０００６】
　この解決策はパーソナル・コンピュータ・システムには適しているが、モバイル機器の
場合はユーザー・インターフェース設計への独特なアプローチを必要とする課題が生じる
。例えば、大多数のモバイル機器は片手で操作すべく設計された、限られた機能のキーボ
ードしか備えておらず、パソコン・アプリケーションに典型的な複雑なメニュー構造をナ
ビゲートするためのフルサイズのキーボードおよびマウスを欠いている。更に、モバイル
機器用のディスプレイ（通常５インチ未満）は、技術的にはパソコン向けと同様に精巧で
あるものの、パソコン・ディスプレイ（通常１５インチ超）よりはるかに小さい。その結
果、モバイル機器向けに提供されるナビゲーション・ツールは縮小表示されなければなら
ないため、ユーザーはメニューとコンテンツを行き来する間に、参照の関係性を見失いが
ちである。
【０００７】
　このように、モバイル機器に適用された場合、ナビゲーションへの従来のアプローチは
かなり不十分であり、従来のモバイル機器インターフェースは、そのような機器を介して
提供される広範かつ深遠なコンテンツ群をナビゲートするのに適していない。広範なコン
テンツにアクセスするための使い易く且つ直観的なインターフェースが不足しているため
、コンテンツ・プロバイダはモバイル機器ユーザーのニーズを十分に満たすことができな
い。従って、ディスプレイ画面の大きさや機器に存在するユーザー入力機器の種類に拘ら
ず、より多くのコンテンツを電子機器に表示してナビゲーションを可能にする改良された
グラフィカル・ユーザー・インターフェースに対するニーズがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
概要
　本開示に従い、ディスプレイ上にグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供す
る方法を実行すべくプロセッサを設定する命令を含むコンピュータ可読媒体を提供する。
本方法は、複数のリンクを含むメニューであって、各リンクが１個のサブメニューに対応
する少なくとも１個のリンクを含んでいて、各サブメニューが更に複数のリンクを含んで
いるメニューを提供するステップと、複数のユーザー入力を監視するステップと、ディス
プレイ内におけるカーソルの位置を監視するステップと、第１のユーザー入力が行なわれ
た時点でメニューを表示するステップと、メニュー内の対応するサブメニュー・リンクが
選択された時点でサブメニューを表示するステップと、カーソルがディスプレイのコンテ
ンツ部内にあってメニューが表示されていない場合、第２のユーザー入力が行なわれた時
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点で、最初にメニューを表示することなく、サブメニューを表示するステップとを含んで
いる。
【０００９】
　また本開示に従い、一システムを提供する。本システムは、ディスプレイ上へのグラフ
ィカル・ユーザー・インターフェースの表示を制御すべく設定されたプロセッサを含んで
いる。本システムは更に、メニューを提供すべくプロセッサを設定する命令を含んでいる
コンピュータ可読媒体を含んでいる。メニューは複数のリンクを含んでいる。リンクは、
サブメニューに対応する少なくとも１個のリンクを含んでいる。サブメニューは更に複数
のリンクを含んでいる。プロセッサは、複数のユーザー入力を監視して、ディスプレイ内
におけるカーソルの位置を監視する。プロセッサは、第１のユーザー入力が行なわれた時
点でメニューを表示し、メニュー内で対応するサブメニュー・リンクが選択された時点で
、サブメニューを表示する。カーソルがディスプレイのコンテンツ部内にあってメニュー
が表示されていない場合、プロセッサは、第２のユーザー入力が行なわれた時点で、最初
にメニューを表示することなく、サブメニューを表示する。
【００１０】
　本開示に従い、電子機器を提供する。電子機器は、ディスプレイ上へのグラフィカル・
ユーザー・インターフェースの表示を制御すべく設定されたディスプレイおよびプロセッ
サを含んでいる。電子機器は更に、メニューを提供すべくプロセッサを設定する命令を含
んでいるコンピュータ可読媒体を含んでいる。メニューは複数のリンクを含んでいる。リ
ンクはサブメニューに対応する少なくとも１個のリンクを含んでいる。サブメニューは更
に複数のリンクを含んでいる。プロセッサは、複数のユーザー入力を監視して、ディスプ
レイ内におけるカーソルの位置を監視する。プロセッサは、第１のユーザー入力が行なわ
れた時点でメニューを表示し、メニュー内で対応するサブメニュー・リンクが選択された
時点でサブメニューを表示する。カーソルがディスプレイのコンテンツ部内にあってメニ
ューが表示されていない場合、プロセッサは、メニューを最初に表示することなく、第２
のユーザー入力が行なわれた時点でサブメニューを表示する。
【００１１】
　本開示に従い、電子ディスプレイ上にグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提
供する方法を提供する。本方法は、複数のリンクを含むメニューであって、各リンクが１
個のサブメニューに対応する少なくとも１個のリンクを含んでいて、各サブメニューが更
に複数のリンクを含んでいるメニューを提供するステップと、複数のユーザー入力を監視
するステップと、ディスプレイ内におけるカーソルの位置を監視するステップと、第１の
ユーザー入力が行なわれた時点でメニューを表示するステップと、メニュー内の対応する
サブメニュー・リンクが選択された時点でサブメニューを表示するステップと、カーソル
がディスプレイのコンテンツ部内にあってメニューが表示されていない場合、第２のユー
ザー入力が行なわれた時点で、最初にメニューを表示することなく、サブメニューを表示
するステップとを含んでいる。
【００１２】
　本開示による更なる目的および利点は、以下の記述において一部開示され、一部は記述
内容から自明、あるいは実施形態の実装から学ぶことができる。本開示による目的および
利点は、特に添付の請求項に示す要素および組合せを通じて実現および達成される。上述
の一般的な説明および以下の詳細説明は例示的であり、あくまでも説明目的のためのもの
であって、特許請求の範囲に記載されたように、本発明を限定するものではない点を理解
されたい。
【００１３】
　本明細書に包含され、その一部を構成する添付図面は、本明細書の記述に沿ったいくつ
かの実施形態を説明するものであり、以下の記述と合わせて本発明の原理を説明するのに
役立つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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実施形態の説明
　本開示による例示的な実施形態について以下に詳述し、いくつかの例を添付の図面に示
す。可能な限り、同一または類似部品を示すべく図面全体にわたり同一の要素番号を用い
る。
【００１５】
　図１に、本開示による例示的な電子機器１００の外観を示す。図１に示すように、例示
的な電子機器１００は、開位置（図１Ａ）および閉位置（図１Ｂ）を有する折りたたみ式
または「クラムシェル」型のｗｅｂ対応型携帯電話（サンヨー・ノースアメリカ・コーポ
レーション（三洋電機北米法人）が販売するモデルＭＭ－８３００マルチメディアフォン
等）として構成することができる。しかし、本開示によるシステムおよび方法は、本発明
の範囲から逸脱することなく、異なるハードウェアを用いて構成された電子機器でも利用
できる点に留意されたい。
【００１６】
　例えば、本開示によるシステムおよび方法は、ＰＤＡ、ポケットベル等の他の移動電子
機器、および例えばｉＰｏｄデジタル音楽プレーヤ（アップルコンピュータ社から販売さ
れている）等の他の携帯電子機器に適用することができる。他の適当なハードウェア・プ
ラットフォームも当業者には明らかであろう。例えば、代替的に電子機器１００を実験器
具、テレビ受像機、またはセットトップボックス（ＴｉＶｏ社から販売されているＴｉＶ
ｏデジタル・ビデオレコーダ等の）として構成することができる。最後に、本開示による
システムおよび方法は特に、小画面のディスプレイを備えた電子機器用途に良く適してい
るが、そのようなシステムおよび方法はまた、パソコンやテレビディスプレイ等の比較的
大きな画面を備えた機器にも適用することができる。
【００１７】
　図１Ａに示すように、例示的な電子機器１００は、マイクロフォン１１０とスピーカー
１１５（アンテナ１２０を介した携帯電話通信の場合）、ディスプレイ１３０、および入
力機器１４０を含んでいてよい。図１Ｂに示すように、機器１００はまた、静止またはビ
デオ画像を撮影するためのカメラ１５０、およびハンズフリー通信のためのスピーカーフ
ォン１６０を含んでいてよい。
【００１８】
　ディスプレイ１３０は、本開示による任意の種類のグラフィカル・ユーザー・インター
フェースの表示に適したグラフィカル・ディスプレイであってよい。ディスプレイ１３０
は、機器１００が開位置（図１Ａ）にある場合に稼動する主ディスプレイ１３０Ａ、およ
びいくつかの実施形態では、機器１００が閉位置（図１Ｂ）にある場合に稼動する、より
小さい副ディスプレイ１３０Ｂ等の複数のディスプレイを含んでいてよい。主ディスプレ
イ１３０Ａおよび副ディスプレイ１３０Ｂの両方共に、フルカラーの（例：２６０，００
０色）の能動マトリクス液晶ディスプレイを用いて実装することができる。しかし、当業
者は、他の種類のディスプレイ（例：モノクロ・ディスプレイ）を用いてもよい点を理解
されよう。
【００１９】
　本開示による例示的な実施形態において、ディスプレイは最大寸法が５インチ未満であ
ってよい。特に、例示的な電子機器１００におけるように、ディスプレイ１３０Ａおよび
Ｂの両方共に最大寸法が３インチ未満であってよい。例えば、主ディスプレイ１３０Ａが
２．１”薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ＱＶＧＡ（２４０×３２０ピクセル）ディスプレイ
であって、副ディスプレイ１３０Ｂが１．１”ＴＦＴディスプレイであってよい。いくつ
かの実施形態において、ディスプレイ１３０には、ユーザーに視覚的情報を出力すると共
にユーザーから手操作入力を受けることが可能なタッチスクリーン・ディスプレイを含ん
でいてよい。例えば、例示的な機器１００の主ディスプレイ１３０Ａはそのようなタッチ
スクリーン・ディスプレイを用いて実装することができる。
【００２０】
　入力機器１４０は、データまたはコマンド入力用に適合された１個以上のユーザー入力
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機器を用いて実装することができる。図１Ａに示すように、入力機器１４０は、片手での
使用に適合されたキーパッド１４２を含んでいてよい。キーパッド１４２は、３×４個の
ボタンを有する英数字電話キーパッド１４２Ａを含んでいてよい。あるいは、キーパッド
１４２は、フルイズのキーボード（図示しない「ＱＷＥＲＴＹ」キーボード等）を含んで
いてよい。キーパッド１４２はまた、複数の電話機能入力キー１４２Ｂを含んでいてよい
。例えば、図１Ａに示すように、キーパッド１４２は、電話通信を開始するための通話（
または送信）キー、スピーカーフォン１６０をアクティブにするスピーカーキー、電話通
信および他のアプリケーションを終了させるための終了キー、並びにカメラ１５０（図１
Ａにカメラ・アイコンで示す）をアクティブにするためのキーを含んでいてよい。
【００２１】
　本開示による例示的な実施形態において、キーパッド１４２はまた、複数のナビゲーシ
ョン入力キー１４２Ｃを含んでいてよい。図１Ｃに示すようにナビゲーション入力キー１
４２Ｃは、主ディスプレイ１３０Ａ内でカーソルの位置を決めるための方向入力キー１４
４、および選択入力キー１４６を含んでいてよい。方向入力キー１４４は、上、下、左、
および右方向キーを有する４方向ロッカースイッチを含んでいてよい。しかし、方向入力
キー１４４が任意の適当な技術で実装できる点を理解されたい。例えば、方向入力キー１
４４は、個別のボタン、ジョイスティック、タッチパッド、トラックボールまたはソニー
株式会社から販売されているＪｏｇＤｉａｌ（商標）アクチュエータ等、カーソル・ナビ
ゲーションに適した手操作入力方式により実装することができる。あるいは、ディスプレ
イ１３０Ａはタッチスクリーン・ディスプレイとして構成することができ、ユーザーが例
えば指またはスタイラス等でディスプレイの表面に触れることによりカーソル・ナビゲー
ションを行なうことができる。いくつかの実施形態において、電子機器１００は、例えば
マイクロフォン１１０を介して、音声命令によるカーソル・ナビゲーションを可能にする
ソフトウェアを含んでいてよい。
【００２２】
　更に図１Ｃに示すように、ナビゲーション・キー１４２Ｃは左側ソフトキー、右側ソフ
トキー、およびバックキーを含んでいてよい。左側ソフトキーと右側ソフトキーの機能は
、アプリケーション内におけるユーザーの位置に応じて変化する場合があり、アプリケー
ションにおける任意の所与の位置でこれらの機能は、例えば主ディスプレイ１３０Ａの下
部にあるソフトキー・ラベル１３２によりディスプレイ上で動的に示すことができる。例
えば、図１Ａに示すように、左側ソフトキーには「Ｍｅｎｕ」とラベル付けされていて、
右側ソフトキーには「Ｏｐｔｉｏｎｓ」とラベル付けされている。
【００２３】
　ナビゲーション・キー１４２Ｃは、異なるアプリケーションで異なる機能を実行するこ
とができ、単一のアプリケーション内の異なる位置で異なる機能を実行することができる
。例示的なグラフィカル・ユーザー・インターフェース内におけるナビゲーション・キー
１４２Ｃの機能を図５～６に関して以下に記述する。
【００２４】
　図２は、本開示と整合する電子機器、具体的には図１の例示的な電子機器１００の機能
ブロック図である。２に示すように、例示的な電子機器１００は、プロセッサ２１０、音
声インターフェース２２０、セルラトランシーバ２３０、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）２３５、低出力無線トランシーバ２４０、ポジショニング回路２５０、通信ポート２
６０、ディスプレイ・インターフェース２７０、入力インターフェース２８０、およびメ
モリ２９０（集合的に機能要素群と呼ぶ）を含んでいてよい。しかし、当業者には例示的
な電子機器１００が他の機能構成により実装可能であって、当業者は公知の他の機能要素
群を含んでいても本開示から逸脱することがない点を理解されよう。
【００２５】
　プロセッサ２１０は、コンピュータプログラムにより選択的に起動また設定されて、本
開示による１個以上の方法を実行可能であるマイクロプロセッサまたはその他のコントロ
ーラを用いて実装することができる。図２に示すように、後述する方法に従い、プロセッ
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サ２１０は制御機能要素群２２０～２８０に動作可能に接続されていてよい。
【００２６】
　音声インターフェース２２０は、音声通信で用いるマイクロフォン１１０、スピーカー
１１５、および／またはスピーカーフォン１６０を駆動させるための適当なドライバを含
んでいてよい。いくつかの実施形態において、プロセッサ２１０は、音声起動による通信
、例えば音声インターフェース２２０を介した命令の音声認識を可能にするアプリケーシ
ョンを含んでいてよい。
【００２７】
　セルラトランシーバ２３０は、ＲＦ通信信号を送受信すべくアンテナ１２０に動作可能
に接続されていてよい。例えば、セルラトランシーバ２３０は、デジタルおよび／または
アナログの携帯電話通信および／またはデータ信号を送受信すべく動作可能なＣＤＭＡ、
ＴＤＭＡ、および／またはＧＳＭ互換トランシーバを用いて実装することができる。
【００２８】
　ＤＳＰ２３５は、デジタル信号の通信を可能にすべくプロセッサ２１０とトランシーバ
２３０との間に動作可能に接続されていてよい。ＤＳＰ２３５は、セルラトランシーバ２
３０を介して受信したデジタル通信信号を復号または別途処理することができると共に、
トランシーバ２３０により送信すべき信号を符号化する。例えば、ＤＳＰは、音声インタ
ーフェース２２０から受信したアナログ音声信号をデジタル符号化することができる。
【００２９】
　低出力無線トランシーバ２４０は、低出力無線デバイスとの通信を可能にすべく動作可
能であってよい。例えば、低出力トランシーバ２４０は、機器１００がＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１、赤外線その他の低出力無線通信プロトコルを用いて
例えばヘッドセット、キーボード、プリンタ等と通信可能なように構成することができる
。
【００３０】
　ポジショニング回路２５０は、電子機器１００の地理的位置に関する情報を提供すべく
動作可能であってよい。例えば、ポジショニング回路２５０は、全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）または無線基地局２１４により提供された複数の信号を受信し、当該信号の三角測
量に基づいて機器１００の位置を計算することができる。
【００３１】
　通信ポート２６０は、プロセッサ２１０とパソコン等の他の電子機器との間に有線通信
リンクを提供することができる。通信ポート２６０は、ＵＳＢ、ＲＳ－２３２その他の標
準等、任意の適当な有線通信プロトコルを用いて実装することができる。
【００３２】
　ディスプレイ・インターフェース２７０は、プロセッサ１１０が提供した制御信号に従
いグラフィックスおよび／またはビデオディスプレイを出力すべくディスプレイ１３０を
駆動するための適切なドライバを含んでいてよい。入力インターフェース２８０は、入力
機器１４０（例えばキーパッド１４２）から、プロセッサ２１０による解釈に適した形式
で受信した入力を符号化する適当なエンコーダを含んでいてよい。
【００３３】
　メモリ２９０は、プロセッサ２１０に動作可能に接続された適当なコンピュータ可読媒
体を用いて実装することができる。本開示に従い、コンピュータ可読媒体は、本開示によ
る方法を実行すべくプロセッサ１１０で用いる情報を格納可能な読出し専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）、ランダムアクセス・メモリ（ＲＡＭ）等、任意の種類のメモリであってよい。例え
ば、コンピュータ可読媒体は、物理媒体（例：穿孔カード）、磁気媒体（例：磁気ディス
クまたはテープ）、光学式媒体（例：光ディスク）、あるいは搬送波（例：無線ネットワ
ークまたはインターネット等のコンピュータ・ネットワーク）等を用いて実装することが
できる。
【００３４】
　図２に示すように、メモリ２９０は、着脱可能メモリ要素２９０Ａ、および加入者識別
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モジュール（ＳＩＭ）２９０Ｂを含んでいてよい。着脱可能メモリ２９０Ｂは、例えばカ
メラ１５０を用いて撮影された静止写真および／またはビデオを格納するために、コンパ
クト・フラッシュ・メモリスティックまたはカード（例：ｍｉｎｉＳＤ着脱可能メモリカ
ード）を含んでいてよい。ＳＩＭ２９０Ｂを用いて、無線サービスプロバイダに電子機器
１００を識別させることにより、ユーザーが電子機器１００を介した自分が加入している
サービスにアクセスすることができる。ＳＩＭ２９０Ｂは、加入者を識別すべく、国際移
動加入者識別（ＩＭＳＩ）番号等、各加入者に固有の識別子を含んでいてよい。
【００３５】
　本開示に従い、メモリ２９０はまた、本開示による方法を実行すべくプロセッサ２１０
を設定するためのソフトウェアおよび／またはデータを格納するためのシステム・メモリ
２９０Ｃを含んでいてよい。図２に示すように、システム・メモリ２８０Ｃは、オペレー
ティングシステム（ＯＳ）２９２および１個以上のソフトウェア・アプリケーション２９
４を格納することができる。オペレーティングシステム２９２は、アプリケーション２９
４の開始および動作と共に、機能要素群２１０～２９０の基本的な動作を制御することが
できる。例えば、オペレーティングシステム２９２は、（マイクロソフト社およびシンビ
アンＰＬＣから各々販売されている）スマートフォンまたはシンビアン・オペレーティン
グシステム、または電子機器１００の特定の構成に適した他の何らかのオペレーティング
システムを用いて実装することができる。
【００３６】
　ソフトウェア・アプリケーション２９４は、機能要素群２１０－３９０の動作を制御す
る１個以上のプログラムを含んでいてよい。例えば、アプリケーション２９４は、ショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）、拡張メッセージサービス（ＥＭＳ）、またはマルチメ
ディア・メッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコル等に従いデータを送信および／または
受信するアプリケーションを含んでいてよく、また、インターネットにアクセスするため
のＥＶＤＯ、ＷＡＰ、またはｉモードモバイル機器プロトコルに従いデータおよび／また
はアプリケーションを送信および／または受信するアプリケーションを含んでいてよい。
【００３７】
　特に、アプリケーション２９４は、本開示による１個以上の方法を実行するナビゲーシ
ョン・インターフェース６００を含んでいてよい。例示的なナビゲーション・インターフ
ェース６００について図６に関して後述する。
【００３８】
　本発明の例示的な実施形態において、ナビゲーション・インターフェース６００は、移
動通信ネットワークを介した電子機器１００にアクセス可能なコンテンツをナビゲートす
べく構成することができる。図３に、本開示による例示的な移動通信ネットワーク３００
の機能ブロック図を示す。図３に示すように、移動通信ネットワーク３００は、無線サー
ビスプロバイダ３１０およびコンテンツ・プロバイダ３２０を含んでいてよい。
【００３９】
　無線サービスプロバイダ３１０は、例示的な機器１００等の移動電子機器のユーザーに
携帯電話通信またはその他のデジタル通信サービスを提供することができる。無線プロバ
イダ３１０は、携帯電話サービスプロバイダ（スプリント・ネクステル社等）、個人通信
サービス（ＰＣＳ）サービスプロバイダ、または他の無線サービスのプロバイダであって
よい。無線プロバイダ３１０は、基地局３１４の無線サーバ３１２およびネットワークを
運用していてよい。図３に示すように、例示的な機器１００は「クライアント－サーバ」
ソフトウェア・アーキテクチャを用いて、基地局３１４経由で無線リンク３１６を介して
無線サーバ３１２と通信することができる。
【００４０】
　コンテンツ・プロバイダ３２０は、デジタルコンテンツのインターネット・サービスプ
ロバイダ（ＩＳＰ）またはその他のプロバイダであってよい。コンテンツ・プロバイダ３
２０は、コンピュータ可読媒体に保存されているデジタルコンテンツ４００へのアクセス
を提供するためにコンテンツサーバ３２２を運用することができる。サービスプロバイダ
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３１０は、ＷＡＰゲートウェイ、ソケット接続等、任意の適当な通信リンク３２４を介し
てコンテンツ・プロバイダ３２０に接続することができる。
【００４１】
　本開示による例示的な実施形態において、無線サービスプロバイダ３１０は、通信リン
ク３２４を介してコンテンツサーバ３２２からデジタルコンテンツを取得し、無線リンク
３１６を介して当該コンテンツを例示的な機器１００に提供することができる。しかし、
本開示はそのような構成に限定されず、機器１００が他の機構によりコンテンツ４００を
取得できる点を理解されたい。例えば、機器１００は、地上線によりコンテンツ・プロバ
イダ３２０に接続することができ、いくつかの実施形態において、コンテンツ４００の一
部または全部を電子機器１００のメモリ（例：システム・メモリ２９０Ｃ）に格納するこ
とができる。
【００４２】
　コンテンツ・プロバイダ３２０から提供されるコンテンツ４００は、ニュース、天気、
株価速報、地域コンテンツ等、例示的な機器１００等の移動電子機器を用いたアクセスに
適した任意の種類のコンテンツであってよい。本開示による例示的な実施形態において、
コンテンツはモバイルＥＳＰＮ（商標）から提供されるスポーツ関連コンテンツであって
よい。
【００４３】
　図４に、本開示によるアプリケーションの例示的なコンテンツ４００の項目マップ４０
５を示す。マップ４０５の各小ブロックはコンテンツページ４１０を表わす。頻繁に使用
されるコンテンツページをアイコン４１５で示すことができる。大ブロック４２０は最上
位メニュー・アプリケーションを表わす。例示的なマップ４０５の各ページ４１０のコン
テンツはタイトルで記述されている。例示的なアプリケーション・マップ４０５において
、コンテンツは、リアルタイムスコア、スポーツ関連ニュース、解説、ビデオおよび統計
、フトウェア・アプリケーション、例えば架空のスポーツ・チームの管理その他のスポー
ツ関連コンテンツ等、モバイルＥＳＰＮから提供されるスポーツ関連コンテンツに対応し
ている。しかし、図４のマップで例示するコンテンツは専ら説明目的で使用されていて、
本開示によるシステムおよび方法はいかなる特定の種類またはカテゴリのコンテンツに限
定されない点を理解されたい。
【００４４】
　コンテンツページ４１０は、テキスト、リンク、グラフィックス、画像および／または
ビデオコンテンツを含んでいてよい。図５に、例示的な画面表示５１０に表示できるよう
な例示的なアプリケーション・マップ４０５の例示的なコンテンツページ４．３（「ビデ
オハイライト（スポーツ）」）を示す。例示的な画面表示５１０は、例えば例示的な機器
１００の主ディスプレイ１３０Ａに表示することができる。
【００４５】
　図５に示すように、画面表示５１０は、状態部５１２、コンテンツ部５１４、メッセー
ジ部５１６、およびソフトキー部５１６を含んでいてよい。状態部５１２を用いて機器１
００の構成要素またはアプリケーションの状態を示すことができる。例えば、状態部５１
２は、現在のセルラ信号強度および／または電池出力を表わすアイコンおよび／またはテ
キスト、メッセージ待ちインジケータ等を示すことができる。コンテンツ部５１４を用い
てコンテンツページ４．３（図に示すような）等のアプリケーション・コンテンツページ
４１０を表示することができる。メッセージ部５１６を用いてショートテキストメッセー
ジ、例えばスクロールする株式銘柄表示板または回転式スポーツスコア（図５に示すよう
な）等を表示することができる。ソフトキー部５１６を用いてナビゲーション・インター
フェース６００内の左側ソフトキーおよび右側ソフトキーの現在の機能を示すことができ
る。例えば図５に示すように、左側ソフトキーの機能が「Ｍｅｎｕ」とラベル付けされて
いて、右側ソフトキーの機能が「Ｏｐｔｉｏｎｓ」とラベル付けされている。
【００４６】
　本開示による例示的な実施形態において、画面部５１２～５１８の位置および寸法は、
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ナビゲーション・インターフェース６００全体にわたり保持されていてよい。すなわち、
ユーザーがアプリケーション内のどこにいるに拘わらず、状態、メッセージ、ソフトキー
およびコンテンツ部５１２～５１８はディスプレイ１３０Ａに自身の位置および寸法を保
持することができる。
【００４７】
　図６に、図４のコンテンツ４００をナビゲートするための例示的なナビゲーション・イ
ンターフェース６００の複数の画面表示を示す。例示的なナビゲーション・インターフェ
ース６００の動作について図６を参照しながら以下に述べる。
【００４８】
　本開示によるいくつかの実施形態において、ナビゲーション・インターフェース６００
は、ユーザーにより選択的に起動されるべく構成されていてよい。このような実施形態に
おいて、ＯＳ２９２は、ユーザーにより適切なコマンドが入力された時点でナビゲーショ
ン・インターフェース６００を起動することができる。本開示による例示的な実施形態に
おいて、例えば、ナビゲーション・インターフェース６００は、ＯＳ２９２のアイドル状
態画面から上方入力操作を行なうことにより選択的に起動することができる。代替的な実
施形態において、ナビゲーション・インターフェース６００は、機器１００の立ち上げ時
にＯＳ２９２により自動的に起動することができる。例えば、ＯＳ２９２は、電子機器１
００の既定グラフィカル・ユーザー・インターフェースとしてナビゲーション・インター
フェース６００を起動すべく設定することができる。
【００４９】
　ナビゲーション・インターフェース６００が起動された時点で、コンテンツ・プロバイ
ダ３２０から頻繁に使用されるデータまたはコンテンツを取得することができる。例えば
、ナビゲーション・インターフェース６００は、無線リンク３１６を介してコンテンツサ
ーバ３２２から特定のデータを取得すべく無線サーバ３１２との無線リンク３１６を確立
することができる。本開示による例示的な実施形態において、例えば、ナビゲーション・
インターフェース６００は、無線リンク３１６を介してコンテンツサーバ３２２へクエリ
ーを送信することができる。クエリーにおいて、ナビゲーション・インターフェースはコ
ンテンツサーバ３２２に識別子を渡すことができる。例えば、識別子はＳＩＭ　２９０Ｂ
に格納されたＩＭＳＩ番号であってよい。しかし、クエリーが加入者から送られたことを
確認するのに十分である任意の識別子を用いることができる。
【００５０】
　コンテンツサーバ３２２は次いで、識別子がアプリケーション４０５の加入者に対応す
るか否かを判定し、対応する場合、加入者のアクセスレベル（例：加入者が基本または高
次のアクセス権を有するか否か）を判定することができる。当該識別子が加入者に対応し
ていないとコンテンツサーバ３２２が判定した時点で、コンテンツサーバ３２２はアプリ
ケーションコンテンツ４００へのアクセスを拒否することができる。逆に、識別子がアプ
リケーションの加入者に対応するとコンテンツサーバ３２２が判定した時点で、コンテン
ツサーバは特定の開始コンテンツを電子機器１００へ送信することにより応答することが
できる。
【００５１】
　頻繁に使用されるコンテンツをナビゲーション・インターフェース６００がユーザーに
素早く提示できるようにすべく、コンテンツサーバ３２２は例えば、初期クエリーに応答
して開始コンテンツページおよび／または他の人気のコンテンツの表示に必要なデータを
送信することができる。コンテンツサーバ３２２はまた、加入者が頻繁に閲覧したコンテ
ンツに関連するデータを送信することができる。例えば、例示的なモバイルＥＳＰＮ（商
標）アプリケーション４０５において、ナビゲーション・コンテンツサーバ３２２は、先
頭見出し、スポーツ固有の見出し、およびスコアボード等、頻繁に使用されるコンテンツ
ページ４１５の表示に必要な他の時間依存型コンテンツだけでなく、開始コンテンツペー
ジ２．１（「ニュース－一面記事」）の最新版を送信することができる。コンテンツサー
バ３２２はまた、加入者の贔屓チームに関連する見出しを送信することができ、更に、贔
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屓チーム、選手、および／またはスポーツ解説者の属性等、加入者の個人化設定に関連す
るデータをダウンロードすることもできる。あるいは、ナビゲーション・インターフェー
スは、そのような個人データのコピーを電子機器１００のシステム・メモリ２９０Ｃ内に
保持することができる。
【００５２】
　開始コンテンツを受信した時点で、ナビゲーション・インターフェースはそのようなコ
ンテンツのコピーを、例えばシステム・メモリ２９０ＣのＲＡＭ部分に保存することがで
きる。ナビゲーション・インターフェース６００は次いで、開始コンテンツを用いて開始
画面を表示することができる。
【００５３】
　図６Ａに、アプリケーション４０５の例示的な開始画面６１０を示す。図６Ａに示すよ
うに、開始画面６１０のコンテンツ部５１４は、開始コンテンツページ２．１（「ニュー
ス－一面記事」）で埋められる。本開示による例示的な実施形態において、開始画面６１
０はまた、頻繁に使用されるコンテンツページ４１５とアプリケーション・マップ４０５
の最上位メニュー４２０との間をナビゲートするために利用できるメニューホイール６２
０を表示する。
【００５４】
　図６Ｂに示すように、メニューホイール６２０は、複数のパネル６２２を含んでいてよ
い。ホイール６２０の各パネル６２２は、アプリケーション・マップ４０５内で頻繁に使
用される機能またはコンテンツページ４１５へのリンクを含んでいてよい。特に、メニュ
ーホイール６２０は、最上位メニュー４２０へのリンクを提供するパネル６２２ａを含ん
でいてよい。図６Ｂに示すように、各パネル６２２は、リンクの選択により取得できる機
能またはコンテンツを記述または象徴するアイコンおよび／またはテキストを表示するこ
とができる。
【００５５】
　図６Ａに示すように、メニューホイール６２０は、例示的な画面表示６１０のコンテン
ツ部５１４に表示されたコンテンツに重なるように見える単一カラム６２４に表示するこ
とができる。例示的なナビゲーション・インターフェース６００において、メニューホイ
ール６２０は、コンテンツ部５１４の左端側に重なっている。しかし、メニューホイール
６２０が本開示による範囲を逸脱することなく、画面表示内の他の位置、例えばコンテン
ツ部５１４の他の辺に沿って、またはコンテンツ部５１４内の他の任意の位置に配置がで
きることを理解されたい。
【００５６】
　メニューホイール６２０は、任意の数のパネル６２２（図６Ｂ参照）を有していてよい
。しかし、図６Ａに示すように、コンテンツ部５１４の大きさおよび／またはディスプレ
イ１３０Ａの解像度に応じて、表示されるパネル６２２の読みやすさを維持すべく、同時
に表示されるパネル６２２の数をナビゲーション・インターフェース６００が制限できる
。表示されていないパネル６２２は、回転により視界から外れたものと見なすことができ
る。
【００５７】
　メニューホイール６２０は後述するように、ユーザーにより選択的にアクティブ（表示
）、非アクティブ（隠蔽）することができる。メニューホイール６２０が表示されている
場合、コンテンツ部５１４内に表示されるコンテンツページ４１０は明るさを下げて（例
：５０％）表示することができる。例示的なナビゲーション・インターフェース６００に
おいて、立ち上げ時等、メニューホイール６２０が停止状態からアクティブにされる場合
は常にデフォルトでカーソルのフォーカスをメニューホイール６２０に合わせることがで
きる。カーソルのフォーカスがホイール６２０に合わせられている場合、ホイール６２０
の１個のパネル６２２を強調表示してカーソルの位置を示すことができる。例示的な実施
形態において、パネル６２２ｂ（開始コンテンツページ２．１に対応）は、立ち上げ時に
デフォルトで強調表示することができる。
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【００５８】
　強調表示されたパネル６２２ｂは、任意の適当な方法で示すことができる。例示的な開
始画面６１０において、強調表示されたパネル６２２ｂはパネルを囲む強調表示フレーム
６２６により示される。図６Ａに示すように、カーソルのフォーカスがメニューホイール
６２０に合わせられている場合、強調表示フレーム６２６を比較的明るい色（例示的な実
施形態では黄色）で表示することができる。また、強調表示されたパネル６２２ｂは、残
りのパネル６２２に比べてより明るく表示することができる。また、メニューホイール６
２０に３次元ホイールの外観を与えるべく、残りのパネル６２２の明るさをカラム６２４
の表示部分の両端に向かって次第に暗くすることができる。
【００５９】
　メニューホイール６２０がアクティブである（すなわち、カーソルのフォーカスがホイ
ールに合わせされている）場合、ユーザーは適当な入力を行なうことにより、（例えばコ
ンテンツ部５１４に表示されているコンテンツページを閲覧するために）ホイールを非ア
クティブ、または隠蔽することができる。例示的な実施形態において、ユーザーは例えば
、右方向の入力を行なうことによりホイールを非アクティブにさせることにより、すなわ
ちホイール６２０からコンテンツ部５１４の方向へカーソルを移動させることができる。
図６Ｃに、結果的に生じる画面表示を示す。非アクティブにされた時点で、強調表示フレ
ーム６２６の色が比較的鈍い色（例示的な実施形態ではマルーン）に変えることができ、
メニューホイール６２０は、スライドするかまたは画面で逆方向、すなわち例示的な実施
形態では左の方へ、引き込まれるように見えるようにアニメーション化することができる
。次いで、表示されたコンテンツページ２．１をユーザーが閲覧できるようにコンテンツ
部５１４の明るさを通常レベルに戻すことができる。メニューホイール６２０が非アクテ
ィブにされた場合、フレーム６２６のタブ部６２６ａが、ディスプレイのコンテンツ部６
１４においてメニュー・ホイール６２０機能の利用可能性の合図として、可視のままであ
ってよい。
【００６０】
　メニューホイール６２０が非アクティブにされた場合、カーソルのフォーカスはコンテ
ンツ部５１４内に、最上位リンク（そのようなリンクが存在する場合）に合わせられてい
てよい。ユーザーは次いで、方向入力キー１４４を用いてコンテンツ部５１４内をナビゲ
ートすることができる。例えば、図６Ｄの例示的な開始ページ２．１に入るべくメニュー
ホイールを非アクティブにした時点で、カーソルのフォーカスは、最上位左側リンク２．
１ａ．に合わせられていてよい。カーソルの位置は任意の適当な方法（例：図６Ｄに示す
ように、リンク２．１ａ内のテキストをブロック強調表示する）により示すことができる
。ユーザーは、選択入力を行なうことによりリンクを開くことができる。あるいは、ユー
ザーは、ドロップダウン・メニュー４１２までナビゲートすべく上方向入力を行なうか、
または残りのテキストリンク２．１ｂ内を「＋更に多く」とラベル付けされたリンクまで
ナビゲートすべく一連の下方向入力を行なうことにより、例えば例示的なコンテンツペー
ジ２．２（「ニュース－２ページ目」）へのリンクを提供することができる。
【００６１】
　メニューホイール６２０が非アクティブにされている場合、ユーザーは適当な入力を行
なうことによりアクティブモードに戻すことができる。例示的な実施形態において、ユー
ザーは例えば、コンテンツ部５１４からタブ６２６ａの方向へ、すなわち停止入力から逆
方向にカーソルを移動させるようにコンテンツ部５１４内の最左端の位置から左方向入力
を行なうことにより、ホイールを再びアクティブにすることができる。ナビゲーション・
インターフェース６００は、コンテンツ部内のカーソルの移動を監視して、方向入力キー
によってカーソルがコンテンツ部の境界外まで移動した場合、メニューホイール６２０を
アクティブにすることができる。
【００６２】
　アクティブにする時には、コンテンツ部５１４の明るさが再び減少し、強調表示フレー
ム６２６のタブ部６２６ａの色が比較的明るい色（上の例では黄色）に戻る場合がある。
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ホイール６２０は次いで、左側から画面にスライドして現われて、カーソルのフォーカス
がホイール（フレーム６２６により強調表示されている）に合わせられるようにアニメー
ション表示することができる。画面表示は再び図６Ａに示すように現われる。上述のよう
に（方向入力キーを用いて）メニューホイール６２０がアクティブにされた場合、メニュ
ーホイール６２０が非アクティブにされた際にどのパネル６２２が強調表示されていたか
には無関係に、デフォルト・パネル６２２ｂが強調表示されてよい。
【００６３】
　カーソルのフォーカスがメニューホイール６２０に合わせられている場合、ユーザーは
また、例えばホイールの所望の回転方向（例示的な実施形態では上または下）に方向キー
を押下することにより、適当な入力を行なうことにより、ホイール６２０のパネル６２２
回りをナビゲートすることができる。コンテンツ部５１４内におけるフレーム６２６の位
置は静止したままであり、パネル６２２は、ユーザーが選択した方向に回転するように見
えるようにアニメーション表示される。パネル６２２はホイール６２０の回り（図６Ｂの
破線で示すように）を巻いて、図６Ｂの最上位パネル６２２ｃが最下位パネル６２２ｄに
続いて、およびその逆の順序でも表示される。その結果、パネル６２２は一方向に向けら
れた方向入力キーを用いて繰り返しナビゲート可能である。所望のリンクを提供するパネ
ルがフレーム６２６で現われた場合、ユーザーは適当な入力（例示的な実施形態では選択
入力）を行なうことによりリンクを開くことができる。この選択の結果は、選択されたパ
ネルがコンテンツページ４１０またはメニュー、例えば最上位メニュー４２０に対応する
か否かに依存する場合がある。
【００６４】
　選択されたパネル６２２がコンテンツページに対応する場合、メニューホイール６２０
は上述の図６Ｃに関して述べたように非アクティブにすることができる。ナビゲーション
・インターフェース６００は次いで、要求されたコンテンツページをシステム・メモリ２
９０Ｃ内で検索することができる。要求されたコンテンツページがシステム・メモリ２９
０Ｃ内で見つからなかった場合、ナビゲーション・インターフェースは上述のようにコン
テンツサーバ３２２からページを要求することができる。要求されたページをシステム・
メモリ２９０Ｃまたはコンテンツサーバ３２２のいずれかから取得した時点で、ナビゲー
ション・インターフェースは、カーソルのフォーカスがコンテンツページの最上位リンク
（存在すれば）に合わせられた状態で、コンテンツ部５１４にページを表示することがで
きる。結果的に得られた画面は図６Ｃのように見える。
【００６５】
　選択されたパネル６２２がメニューに対応する場合、リンクが選択された時点でメニュ
ー・ボックスを表示することができる。図６Ｄにおいて、ユーザーは例えば、上述のよう
にメニューホイール６２０を回転させて最上位メニューパネル６２２ａを強調表示させて
、選択入力１４６を押下することにより、メニュー・ボックス６３０を開いている。メニ
ュー・ボックス６３０は、トレイル部６３２およびリンク部６３４を含んでいてよい。ト
レイル部６３２を用いて、メニュー階層内における現在のメニュー位置を示す「ブレッド
クラムトレイル」を提供することができる。リンク部６３４は、サブメニューまたはコン
テンツページ４１０のいずれかに接続する１個以上のリンクボタン１～１０を含んでいて
よい。例えば図６Ｄに示すように、リンク部６３４は、リンクボタン１～１０の２個のカ
ラムを含んでいてよい。リンクボタン１～１０は、使用頻度に応じてアプリケーション開
発者が設定できるものであり、リンクボタン１が最も頻繁に使用されるリンク（図６Ｅの
例示的なメニュー「スポーツ」）に対応する。
【００６６】
　メニュー・ボックス６３０は、フレーム６２６の右側のコンテンツ部５１４に重なるよ
うに開くことができる。メニュー・ボックス６１６を開いた場合、強調表示フレーム６２
６の色が比較的鈍い色（例示的な実施形態ではマルーン）に変わり、カーソルのフォーカ
スがフレーム６２６に最も近いリンク、すなわち図６Ｅの例示的な画面表示では左上のリ
ンク（リンクボタン１、「スポーツ」）に合わせられていてよい。カーソルの位置は、図
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６Ｄに示すように、例えばリンクボタンの境界の色を比較的明るい色に変えることにより
、任意の適当な方法で示すことができる。
【００６７】
　ユーザーが、例えば異なるパネル６２２を選択するためにメニューホイール６２０に戻
りたい場合、ユーザーは所望のパネルへナビゲートすべくカーソルのフォーカスをホイー
ル６２０に戻すことができる。例示的な実施形態において、これはカーソルのフォーカス
がメニュー・ボックス６３０の左側のいずれかのリンク（リンクボタン１、３、５、７お
よび９）に合わせられている場合に、例えば左方向入力を行なうことにより、メニュー・
ボックス６３０のメニューホイール６２０側のいずれかのリンクのからホイール６２０の
方向へカーソルを移動させることで実現できる。あるいは、ユーザーはバックナビゲーシ
ョン入力を行なうことにより、カーソルのフォーカスをホイール６２０に戻すことができ
る。メニュー・ボックス６３０が閉じ、ユーザーは次いで上述のようにホイール６２０の
回りをナビゲートすることができる。別の代替的方法として、ユーザーは、方向入力キー
１４４を用いて、または英数字キーパッド１４０Ａ上の所望のリンクボタン（１～１０）
に対応する番号を入力することにより、リンク関連１～１０の中で強調表示されたカーソ
ルをナビゲートすることができる。所望のリンクを提供するリンクボタンが強調表示され
ている場合、ユーザーは選択入力を行なうことによりリンクを開くことができる。
【００６８】
　選択されたパネル６２２がコンテンツページに対応する場合、ナビゲーション・インタ
ーフェース６００は、メニューホイール６２０を非アクティブさせて、上述のように要求
されたコンテンツページを表示することができる。選択されたリンクボタンがサブメニュ
ーに対応する場合、サブメニュー・ボックスは開くことができる。例えば図６Ｅは、最上
位メニュー４２０内のスポーツサブメニューが選択された場合に表示可能なサブメニュー
・ボックス６４０を示す。図６Ｅに示すように、サブメニュー・ボックス６４０は、フレ
ーム６２６の右側に開く（メニュー・ボックス６３０を置換して）ことができる。サブメ
ニュー・ボックス６４０は、メニュー・ボックス６３０の対応部分と同様にトレイル部６
４２およびリンク部６４４を含んでいてよい。
【００６９】
　サブメニュー６４０のトレイル部６４２は、先のメニュー（「最上位」）へのリンク６
４２ａを含んでいてよい。サブメニュー・ボックス６４０が開く際に、カーソルのフォー
カスは上述のようにメニュー・ボックス６３０の左上リンクに合わせられていてよい。ユ
ーザーは、メニュー・ボックス６３０のリンク部６３４と同様にサブメニュー・ボックス
６４０のリンク部６４４をナビゲートすることができる。ユーザーはまた、リンク部６４
４の最上位リンク（図６Ｅのリンクボタン１、２）のいずれかから上方向キーを押下する
ことにより、トレイル部６４２へナビゲートすることができる。カーソルのフォーカスは
次いで、トレイル部にリストされる右端の（最下位レベル）メニュー（図６Ｅのスポーツ
）に合わせられる。カーソルの位置は、例えばテキストの色を変えることにより示すこと
ができる。ユーザーは次いで、カーソルにより所望のリンクを強調表示させて選択を押下
することにより、先のメニュー（最上位）へナビゲートすることができる。次いで、選択
されたメニューに対応するメニュー・ボックスが上述のように開く。
【００７０】
　ナビゲーション・インターフェース６００はまた、ユーザーが最上位メニュー機能４２
０へ素早くアクセスできるようにする「メニュー」入力を提供することができる。例示的
な実施形態において、この機能は例えば、左側ソフトキー（図５、６Ａ、６Ｃおよび６Ｅ
のソフトキー・ラベル部５１８に示すように）に割り合わせることができる。メニュー入
力により実行される機能は、コンテンツ部５１４の状態に基づいて変わり得る。
【００７１】
　コンテンツ部が最上位メニューを表示している場合、メニュー入力が禁止される場合が
ある。例えば図６Ｄに示すように、最上位メニュー４２０が表示されている場合、左側ソ
フトキーは何らの機能を有しない。コンテンツ部がサブメニューを表示している場合、図



(17) JP 5356818 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

６Ｄに示すように、「メニュー」入力を行なうことにより最上位メニューを開くことがで
きる。
【００７２】
　コンテンツ部がコンテンツページを表示している場合、「メニュー」入力が選択された
時点で、ナビゲーション・インターフェース６００は、表示されている特定のコンテンツ
ページ４１０と文脈的に関連するメニューまたはサブメニューを開くことができる。例え
ば、ナビゲーション・インターフェース６００は、メニューまたはサブメニューをアプリ
ケーション４０５内のコンテンツページの一部または全部と対にするデータベースを、例
えばシステム・メモリ２９０Ｃに保持することができる。あるいは、データベースはコン
テンツサーバ３２２により保持されて、ナビゲーション・インターフェースがコンテンツ
サーバ３２２への適当な質問を介して関連するメニューまたはサブメニューの識別情報を
取得することができる。
【００７３】
　対応するメニューまたはサブメニューの識別情報を取得した時点で、ナビゲーション・
インターフェースは、図６Ａに関して上述したようにメニューホイール６２０をアクティ
ブにすることができる。しかし、方向入力キーを用いて起動された場合のようにデフォル
ト・メニューパネル６２２ｂを強調表示するのではなく、最上位メニューパネル６２２ａ
が強調表示されるまで回転するようにホイール６２０をアニメーション表示してもよい。
ナビゲーション・インターフェース６００は次いで、図６ＤおよびＥに関して上述したよ
うに適当なメニュー・ボックス６３０またはサブメニュー・ボックス６４０を開くことが
できる。サブメニュー・ボックス６４０が表示する場合、ナビゲーション・インターフェ
ース６００は直接、すなわち邪魔になるメニュー・ボックス６３０またはサブメニュー・
ボックス６４０を一切表示することなく、サブメニュー・ボックスを開いてもよい。
【００７４】
　上述のように、本開示によるシステムおよび方法は、ディスプレイ画面の大きさまたは
機器に存在するユーザー入力機器の種類に関係なく、広範なコンテンツを跨る直観的なナ
ビゲーションを提供する。更に、本開示によるナビゲーション・インターフェースにより
、ユーザーが方向入力キーだけを用いて複雑なメニュー構造をアクティブ、非アクティブ
、およびナビゲートできるようにする。本開示の別の実施形態は、本明細書を考慮して本
開示による概念を実施することにより当業者には明らかであろう。明細書および実施形態
例はあくまでも例示を目的とし、本発明の真の範囲および概念は添付の特許請求の範囲に
示すことを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
図面の簡単な説明
【図１Ａ】本開示と整合する例示的な電子機器の外観を示す。
【図１Ｂ】本開示と整合する例示的な電子機器の外観を示す。
【図１Ｃ】本開示と整合する例示的な電子機器の外観を示す。
【図２】図１の例示的な電子機器の機能ブロック図である。
【図３】本開示と整合する例示的な移動通信ネットワークの機能ブロック図を示す。
【図４】本開示と整合するアプリケーションの例示的なコンテンツの項目マップを示す。
【図５】本開示と整合するグラフィカル・ユーザー・インターフェースの例示的な画面表
示を示す。
【図６Ａ】本開示と整合する例示的なナビゲーション・インターフェースの複数の画面表
示を示す。
【図６Ｂ】本開示と整合する例示的なナビゲーション・インターフェースの複数の画面表
示を示す。
【図６Ｃ】本開示と整合する例示的なナビゲーション・インターフェースの複数の画面表
示を示す。
【図６Ｄ】本開示と整合する例示的なナビゲーション・インターフェースの複数の画面表
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示を示す。
【図６Ｅ】本開示と整合する例示的なナビゲーション・インターフェースの複数の画面表
示を示す。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｄ】
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【図６Ｅ】
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